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別紙 3 

事後調査の結果 

 調査項目    その他の環境保全のための措置の実施状況 

 

１ 調査地域 

計画地及びその周辺とした。 

 

２ 調査手法 

 （１）調査項目 

  その他の環境保全のための措置の実施状況 

 
 （２）調査時点及び調査期間 

  工事の施行中随時とした。 

 

 （３）調査方法 

  現地調査及び工事資料等の整理によった。 

 

３ 調査結果 

 その他の環境保全のための措置の実施状況は表 3-1 に示すとおりである。 
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表 3-1 その他の環境保全のための措置の実施状況 

措置内容 実施内容 

除却工事等により発生する建設廃材については、で

きる限り再利用を図り、廃棄物の発生量を削減する

よう努める。 

平成 23 年度以降の除却工事の実施により発生した

建設廃材は、コンクリート塊が約 32,000t、アスフ

ァルト・コンクリート塊が約 780t であった。 

建設廃材は主として他の工事現場に搬出して有効利

用し、廃棄物の発生量を抑制するよう務めた。 

基盤整備工事及び根切り工事等の土工事に伴い発生

する土砂については、「建設発生土の発生量抑制及び

利用促進等に関する指針」（平成 5 年 4月 1 日、東京

都）及び「建設副産物情報交換システムの活用につ

いて（協力依頼）」（平成 8年 3月 31 日、建関技調第

24 号）等を考慮し、可能な限り計画地内における利

用促進に努める。 

平成 23 年度以降の基盤整備工事及び根切り工事等

の土工事により発生した土量は、約 14,000 ㎥であっ

た。これらの土砂については、左記の指針・協力依

頼等を考慮し、計画地内における利用促進に努めた

が、本工事区域は切土を主とした区域であったため、

利用できない土砂については主に青梅市の採石場復

旧等に有効利用した。 

建設残土の発生量は切土量（約 374,000 ㎥）と盛土

量（約 61,000 ㎥）の差として、約 313,000 ㎥と算定

されるが、その運搬方法、受け入れ先については、

環境への影響を考慮し、今後関係諸機関と協議の上

決定し、関連法規を遵守して適切に対処する。 

平成 23 年度以降の土工事により発生した残土は主

に青梅市へ搬出作業を行ったが、環境への影響を考

慮して事前に関係諸機関と協議した上で、関連法規

を遵守し、作業時間、走行経路を限定するなど適切

に対処した。 

工事中の苦情については、工事担当窓口を設け、迅

速に対応できるようにする。 

平成 23 年度以降の工事中の苦情については特にな

かったが、現地に工事担当窓口を設けたほか、西部

住宅建設事務所において適切に対応できるようにし

た。 
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別添 1 

環境影響評価手続等の状況 

 

１ 環境影響評価手続の状況 

 環境影響評価手続の状況は、表 1に示すとおりである。 

 

表 1 環境影響評価の手続の状況 

環境影響評価の手続 提出年月日 備考 

環境影響評価書 平成 9年 4月28日 － 

事後調査計画書 平成 9年 6月12日 － 

工事着手届（着工届）の提出 平成 9年 6月12日 － 

変更届 平成10年 3月31日 計画建築物高さ等の変更 

事後調査報告書 

「工事の施行中（その１）」 
平成10年 5月20日 

騒音、振動、地形・地質、水文環境、 

史跡・文化財 

事後調査報告書 

「工事の施行中（その２）」 
平成11年 9月22日 

騒音、振動 

事後調査報告書 

「工事の施行中（その３）」 
平成12年 4月27日 

地形・地質、水文環境 

事後調査報告書 

「工事の施行中（その４）」 
平成12年 8月30日 

騒音、振動 

変更届 平成13年 5月 2日 
道路計画、配置計画及び造成計画の 

変更 

事後調査報告書 

「工事の施行中（その５）」 
平成13年 5月 5日 

騒音、振動 

変更届 平成14年 9月17日 
建設計画、事業実施期間及び事後調

査期間の変更 

変更届 平成16年 8月26日 
配置計画、工事工程及び事後調査期

間の変更 

事後調査報告書 

「工事の施行中（その６）」 
平成17年 1月31日 

大気汚染、騒音、振動、 

地形・地質、水文環境 

事後調査報告書 

「工事の施行中（その７）」 
平成17年 7月21日 

地形・地質、水文環境 

史跡・文化財 

事後調査報告書 

「工事の施行中（その８）」 
平成18年 6月15日 

騒音、振動、地形・地質、水文環境 

変更届 平成28年 3月30日 
建設計画、配置計画、施工計画、完

成年度及び事後調査計画の変更 

 
２ 許認可等の状況 

関係許認可等の状況は、表 2に示すとおりである。 

 

表2 関係許認可等の状況 

許認可等 根拠法令名・条項 許認可年月日 

一団地の総合的設計 

計画通知 

建築基準法 第86条第1項 

建築基準法 第18条第2項 

平成 9年 9月30日 

平成 9年10月 1日 

 
３ 工事の進捗状況 

平成 30 年 3月現在、第 3期及び第 4期工事区域内の外構工事、第 4期工事区域内の既存建物の除却工事が

おこなわれた。 
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別添 2 

事後調査の進捗状況 

 事後調査の進捗状況は、表-1 に示すとおりである。 

 今回の調査は、第 3 期及び第 4 期工事区域内の外構工事、第 4 期工事区域内の既存建物の除却工事が対象

であり、「事後調査報告書（工事の施行中その 9）」として報告する。
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第１期工事

第２期工事

第３期工事

第４期工事

基礎工事

躯体工事

仕上工事

外構工事

大気質の状況(NO2,CO)

気象の状況

自動車交通量の状況

環境保全のための措置

道路交通騒音の状況

建設作業騒音の状況

自動車交通量の状況

環境保全のための措置

道路交通振動の状況

建設作業振動の状況

自動車交通量の状況

環境保全のための措置

土地の安全性の状況

環境保全のための措置

地下水の状況

河川流量の状況

環境保全のための措置

日影の状況

環境保全のための措置

テレビ電波の受信状況

環境保全のための措置

眺望等、及び圧迫感の状況

環境保全のための措置

埋蔵文化財包蔵地の状況

環境保全のための措置

注9）ここに掲げた事後調査の実施時期は、事業の進捗状況に伴い前後する場合がある。

表-1　工事工程及び事後調査計画

注1）「環境保全のための措置」並びに「環境保全のための措置等」については、必要な時期に、調査日を随時設定して調査を実施する。

注2）　○　：調査時点（工事の施行中）　　注3）　●　：報告済の事後調査　　　注4）　□　：調査時点（工事の完了後）

注5）　　　：継続調査　　　　　　　　　　注6）　　　：整理・解析期間　　　　注7）　　　：事後調査報告書の作成時期を越えて実施する調査

注8）①～⑨：工事の施行中（その1）～（その９）を表す。
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